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第
２９
次
地
方
制
度
調
査
会
（
会

長
�
中
村
�
夫
・
松
下
電
器
産
業

会
長
）
は
９
月
１４
日
、
東
京
・
全

国
都
市
会
館
で
第
２
回
総
会
を
開

き
、
今
後
の
審
議
項
目
に
つ
い
て

協
議
し
了
承
し
た
。
総
会
に
は
本

会
会
長
の
藤
田
�
之
・
地
制
調
委

員
（
広
島
市
議
会
議
長
）
が
出
席

し
た
。

冒
頭
、
増
田
寛
也
・
総
務
大
臣

が
あ
い
さ
つ
。
地
制
調
と
地
方
分

権
改
革
推
進
委
員
会
の
議
論
が
進

捗
す
る
こ
と
で
、
地
方
分
権
改
革

が
強
力
に
前
進
す
る
と
の
認
識
を

示
し
、
地
制
調
に
お
け
る
活
発
な

議
論
を
要
請
し
た
。

会
議
で
は
藤
田
会
長
が
「
第
２９

次
地
方
制
度
調
査
会
の
審
議
項

目
」
に
「
議
会
制
度
の
あ
り
方
」

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
対

し
賛
意
を
表
し
た
。

そ
の
う
え
で
「
都
市
自
治
体

は
、
人
口
で
言
え
ば
５
千
人
か
ら

３
６
０
万
人
ま
で
多
様
な
姿
を
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
委
員

会
の
設
け
方
な
ど
議
会
の
組
織
・

運
営
に
関
し
全
国
一
律
の
同
じ
仕

組
み
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、

制
度
の
矛
盾
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
、
議
会
が
行
政
執
行
を

監
視
す
る
場
合
の
制
約
に
つ
い
て

も
言
及
し
、「
例
え
ば
、地
方
議
会

が
第
３
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
調
査

・
審
議
を
行
お
う
と
し
て
も
、法
令

に
よ
り
議
会
へ
の
経
営
状
況
の
報

告
を
要
す
る
法
人
の
対
象
に
制
限

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
十
分
な
調

査
・
審
議
が
で
き
な
い
」と
訴
え
、

地
制
調
の
今
後
の
審
議
を
進
め
る

に
あ
た
り
、「
各
議
会
が
自
ら
の
判

断
に
よ
り
権
能
を
行
使
で
き
る
よ

う
、
法
令
上
の
制
約
を

大
幅
に
緩
和
す
る
」
こ

と
な
ど
を
求
め
た
。

今
後
の
審
議
項
目
は

▽
基
礎
自
治
体
の
あ
り

方
▽
大
都
市
制
度
の
あ
り
方
▽
監

査
機
能
の
充
実
・
強
化
▽
議
会
制

度
の
あ
り
方
―
―
な
ど
。

六六
団団
体体
がが
共共
同同
声声
明明

本
会
は
じ
め
地
方
六
団
体
は
９

月
１８
日
、「
地
方
支
分
部
局
の
整

理
に
つ
い
て
」
�
左
�
と
す
る
共

同
声
明
を
発
表
し
た
。

こ
の
声
明
は
、
六
団
体
が
「
地

方
支
分
部
局
の
整
理
に
関
す
る
基

本
的
な
考
え
方
」
�
２
面
掲
載
�

を
取
り
ま
と
め
、
地
方
分
権
改
革

推
進
委
員
会
へ
同
日
、
提
出
し
た

こ
と
に
伴
い
発
表
し
た
も
の
。
六

団
体
は
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
が

ま
と
め
た
「
国
の
出
先
機
関
の
大

胆
な
見
直
し
」
に
対
す
る
地
方
の

意
見
を
同
委
員
会
か
ら
提
出
す
る

よ
う
求
め
ら
れ
て
い
た
た
め
「
基

本
的
な
考
え
方
」
を
提
出
し
た
。

地方支分部局の整理について

地方分権改革推進委員会におかれては、５月３０日に「地方分権
改革推進にあたっての基本的な考え方」を取りまとめられた。
この「基本的な考え方」においては、地方政府の確立、条例の

上書き権を含めた条例制定権の拡大、地域間の財政力格差の縮小
等とともに、国の地方支分部局等の廃止・縮小を打ち出した。
これは、これまでの地方六団体の主張と合致するものであり、

国の地方支分部局の整理は、国と地方を通じた行財政改革と地方
分権改革の双方を実現させる手段として、第二期地方分権改革に
おいて、最重点で行われるべき課題の一つである。
こうした中、６月５日に行われた地方分権改革推進委員会と地

方六団体との意見交換において、丹羽委員長から、５月２５日の経
済財政諮問会議において有識者議員から提出された「国の出先機
関の大胆な見直し」という提言について、地方六団体としての考
え方を提示するよう要請された。
地方六団体は、今回、地方支分部局の整理を積極的に進めてい

く観点から、地方支分部局の整理に関する基本的な考え方を別紙
のとおり取りまとめた。
地方分権改革推進委員会に検討が依頼された経済財政諮問会議

の有識者議員案について、地方支分部局を整理するという基本的
な方向性は理解するが、国の地方支分部局に関する情報が極めて
乏しいことから、今後、地方支分部局に関する詳細な情報提供を
求めたうえで、その抜本的な見直しに向けた検討を行うものであ
る。
地方分権改革推進委員会におかれては、国の地方支分部局の抜

本改革について、真の地方分権改革に資するという視点から、地
方六団体と連携を図りながら、今後、改革に向けたロードマップ
を明確にしつつ、取り組むよう強く求める。

平成１９年９月１８日 地方六団体

１１００／／１１

佐佐
賀賀
市市
がが
編編
入入
合合
併併

１０
月
１
日
、
佐
賀
市
が
川
副

町
、
東
与
賀
町
、
久
保
田
町
を
編

入
合
併
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
同
市

は
、
人
口
約
２３
万
８
千
人
、
面
積

４
３
１
・
４２
平
方
�
、
議
員
定
数

４４
人
（
定
数
特
例
）
と
な
っ
た
。

第1665・66号１０月５日平成19年
（2007年）

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

１０月５日現在の市数
８０５市

うち
指定都市 １７市
中核市 ３５市
特例市 ４４市
一般市 ６８６市
特別区 ２３区

議
会
制
度
の
あ
り
方
な
ど

今
後
の
審
議
項
目
了
承
２９次地制調

総会に出席する藤田本会会長（左端）

（１） 平成１９年１０月５日 第１６６５・６６号



630市の議員定数状況

減員状況

〈表１〉

（合併特例法適用市171市と法定上限数を上回る1市を除く）

法定上限数未満を議員定数とする法定上限数未満を議員定数とする510510市（81.081.0％）％）法定上限数未満を議員定数とする510市（81.0％）

法定上限数を議員定数とする120市（19.0％）

法定上限数合計（630市）
20,158人（100％）

3,0453,045人（15.115.1％）％）3,045人（15.1％）

17,113人（84.9％）条例定数合計（630市）
法定上限数による120市　　3,708人
法定上限数未満の510市　　13,405人

減員数減員数減員数

議議
会会
所所
在在
地地
変変
更更

台
風
１１
号
に
よ
る
大
雨
の
影
響

で
、
秋
田
県
の
北
秋
田
市
、
能
代

市
で
は
、
生
命
や
身
体
、
住
家
等

に
被
害
が
生
じ
た
。

こ
の
た
め
、
秋
田
県
は
９
月
１７

日
、
２
市
に
災
害
救
助
法
を
適
用

し
た
。

▽
石
岡
市
（
茨
城
県
）

石
岡
市
石
岡
一
丁
目
１
番
地
１

（
郵
便
・
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
は

変
更
な
し
）

全
国
市
議
会
議
長
会
は
こ
の
ほ

ど
平
成
１８
年
１２
月
３１
日
現
在
の

「
市
議
会
議
員
定
数
に
関
す
る
調

査
結
果
」
を
ま
と
め
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
全
国
８
０
２
市
（
東
京
２３

特
別
区
含
む
）
の
市
議
会
議
員
の

実
数
は
２
万
４
６
０
８
人
、
１
市

あ
た
り
の
平
均
議
員
数
は
３０
・
７

人
。
前
年
の
調
査
結
果
と
比
べ
る

と
、
市
数
は
２４
市
増
、
議
員
実
数

は
１
６
７
人
増
、
１
市
あ
た
り
平

均
議
員
数
は
０
・
７
人
減
と
な
る
。

ま
た
全
国
８
０
２
市
の
う
ち
１

７
２
市
（
２１
・
４
％
）
が
合
併
特

例
法
の
適
用
に
よ
り
議
員
定
数
を

定
め
て
い
る
。
同
法
を
適
用
し
て

い
な
い
「
６
３
０
市
（
法
定
上
限

数
を
上
回
る
１
市
を
除
く
）
」
の

議
員
定
数
の
状
況
�
表
１
参
照
�

を
み
る
と
、
法
定
上
限
数
を
議
員

定
数
と
し
て
い
る
市
は
１
２
０
市

で
１９
・
０
％
。
減
員
し
て
法
定
上

限
数
未
満
を
議
員
定
数
と
し
て
い

る
市
は
５
１
０
市
で
８１
・
０
％
を

占
め
、
前
年
（
９２
・
６
％
）
と
比

べ
１１
・
６
ポ
イ

ン
ト

低
い
。
減
員
数
の
合

計
は
３
０
４
５
人
で
１

市
平
均
６
・
０
人
の
減
。

減
員
率
は
１５
・
１
％
で

前
年
（
１９
・
０
％
）
比

３
・
９
ポ
イ

ン
ト

低
く
な
っ
て

い
る
。

「
６
３
０
市
」
の
法
定
上
限
数

の
合
計
は
２
万
１
５
８
人
、
１
市

平
均
３２
・
０
人
で
、
前
年
（
３２
・

４
人
）
と
比
べ
０
・
４
人
減
。
条

例
定
数
の
合
計
は
１
万
７
１
１
３

人
、
１
市
平
均
２７
・
２
人
で
、
前

年
（
２６
・
２
人
）
と
比
べ
１
・
０

人
増
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
「
６
３
０
市
」
の
減
員
状

況
を
法
定
上
限
数
別
�
表
２
参
照

�
に
み
る
と
、
減
員
市
率
が
最
も

高
い
の
は
「
５６
人
」
「
８０
人
」
「
８８

人
」
「
９６
人
」
の
区
分
で
１
０
０

％
。
一
方
、
減
員
市
率
が
一
番
低

い
の
は
「
６４
人
」
の
区
分
で
６６
・

７
％
、
次
い
で
「
７２
人
」
の
７５
・

０
％
と
な
る
。
減
員
率
が
最
も
高

い
の
は
「
３０
人
」
の
区
分
で
１６
・

８
％
、
次
い
で
「
２６
人
」
の
１６
・

６
％
。
一
方
、
減
員
率
が
最
も
低

い
の
は
「
９６
人
」
の
区
分
で
５
・

７
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

（
調
査
結
果
は
９
月
２８
日
付
で
全

市
に
送
付
済
。本
会
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
）

１
�
地
方
支
分
部
局
の
事
務
・
権

限
等
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
の

必
要
性
に
つ
い
て
十
分
な
精
査
を

行
い
、
不
要
な
事
務
・
権

限
等
は
廃
止
し
た
う
え
で
、

さ
ら
に
仕
分
け
を
行
い
、

民
間
で
で
き
る
こ
と
、
民

間
が
行
う
に
相
応
し
い
こ

と
は
民
間
に
委
ね
る
こ
と

と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事

務
・
権
限
等
の
精
査
を
行

い
、
な
お
実
施
す
べ
き
も

の
に
つ
い
て
は
、
地
方
分

権
の
視
点
か
ら
、
地
方
が

行
う
べ
き
も
の
、
地
方
で

で
き
る
こ
と
は
地
方
で
行

う
と
い
う
考
え
の
も
と
で
、

国
と
地
方
の
役
割
分
担
の

明
確
化
を
図
っ
た
う
え
で
、

地
方
に
対
し
て
事
務
・
権

限
等
と
そ
れ
に
必
要
な
財

源
と
を
一
体
的
に
移
譲
す
べ
き
で

あ
る
。

２
�
地
方
支
分
部
局
に
つ
い
て
は
、

１
の
基
本
的
な
考
え
方
に
基
づ
き
、

特
に
国
と
都
道
府
県
に
よ
る
二
重

行
政
の
解
消
を
図
る
観
点
か
ら
、

以
下
の
基
本
方
針
に
従
っ
て
、

廃
止
、
縮
小
す
べ
き
で
あ
る
。

・
都
道
府
県
単
位
の
地
方
支

分
部
局
に
つ
い
て
は
、
原
則

廃
止

・
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
の
地
方
支

分
部
局
に
つ
い
て
は
、
地
方

で
で
き
る
も
の
は
廃
止

・
た
だ
し
、
国
の
存
立
に
関

わ
る
事
務
を
取
り
扱
う
組
織

等
は
除
く
。

３
�
地
方
支
分
部
局
の
廃
止
、

事
務
・
権
限
等
の
地
方
へ
の

移
譲
に
伴
う
国
の
職
員
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
、
国
と
し
て

組
織
・
事
務
の
徹
底
し
た
ス

リ
ム
化
を
進
め
、
そ
の
上
で
、

地
方
と
し
て
、
必
要
な
人
員

の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
協
力
を

す
る
も
の
と
す
る
。

（
９
月
１８
日

六
団
体
声
明
別
紙
）

平成１８年

議議
員員
定定
数数
８８１１
％％
のの
市市
でで
減減
員員

１
市
平
均
６
・
０
人
減
―
本
会
調
査

台
風
１１
号
で

２２
市市
にに
災災
害害
救救
助助
法法地地方方支支分分部部局局のの整整理理にに関関すするる

基基本本的的なな考考ええ方方――地地方方六六団団体体――

法定上限数別の議員定数状況 〈表２〉

減員市率

％
７９．４

８１．２

７８．８

７９．４

９０．９

１００．０

６６．７

７５．０

１００．０

１００．０

１００．０

８１．０

減員市

市
１６２

１８１

８９

２７

３０

１２

２

３

１

１

２

５１０

減員率

％
１６．６

１６．８

１４．７

１１．２

１１．１

１３．２

６．３

７．３

１５．０

１４．８

５．７

１５．１

減員数

人
８８２

１，１２７

５６４

１４５

１６９

８９

１２

２１

１２

１３

１１

３，０４５

条例定数

人
４，４２２

５，５６３

３，２７８

１，１４７

１，３４９

５８３

１８０

２６７

６８

７５

１８１

１７，１１３

法定上限数

人
５，３０４

６，６９０

３，８４２

１，２９２

１，５１８

６７２

１９２

２８８

８０

８８

１９２

２０，１５８

市数

市
２０４

２２３

１１３

３４

３３

１２

３

４

１

１

２

６３０

法定上限数

２６人

３０人

３４人

３８人

４６人

５６人

６４人

７２人

８０人

８８人

９６人

合計

第１６６５・６６号 平成１９年１０月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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〈新たな高齢者医療制度の創設〉

被用者保険国　保

制度間の医療費負担の不均衡の調整

保
険
料

公
　
費

﹇
独
立
制
度
﹈

後
期
高
齢
者

前
期
高
齢
者

支　援
国
保

被用者
保　険

退職者医療
（経過措置）

75歳

65歳

１
�
医
師
数
に
関
す
る
全
体
状
況

毎
年
７
６
０
０
〜
７
７
０
０
人

程
度
が
医
師
国
家
試
験
に
合
格
し

て
お
り
、
辞
め
た
り
亡
く
な
っ
た

り
す
る
数
を
除
い
て
も
、
毎
年
約

３
５
０
０
〜
４
０
０
０
人
程
度
増

え
て
い
る
。

平
成
１０
〜
１６
年
の
都
道
府
県
別

の
人
口
１０
万
人
対
医
師
数
は
全
て

の
都
道
府
県
で
増
え
て
い
る
。
東

京
、
大
阪
、
愛
知
と
い
っ
た
大
都

市
に
お
け
る
医
師
の
増
加
率
は
全

国
の
増
加
率
よ
り
低
く
、
医
師
が

大
都
市
に
一
極
集
中
し
て
い
る
と

は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
各
都
道

府
県
内
に
お
い
て
は
、
県
庁
所
在

地
な
ど
人
口
当
た
り
の
医
師
数
が

多
い
地
域
と
、
郡
部
な
ど
の
少
な

い
地
域
が
見
ら
れ
る
。

２
�
医
師
不
足
問
題
の
背
景

�
大
学
医
学
部
の
医
師
派
遣
機
能

の
低
下

医
師
国
家
試
験
を
合
格
し
た
後

の
臨
床
研
修
が
１６
年
度
に
義
務
化

さ
れ
て
か
ら
、
大
学
病
院
に
残
る

医
師
が
年
々
減
少
し
て
い
る
。

大
学
病
院
に
お
い
て
は
、
若
手

医
師
が
来
な
い
た
め
に
そ
の
次
の

世
代
、
中
堅
ク
ラ
ス
の
医
師
で
補

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
各

地
の
公
立
病
院
な
ど
に
派
遣
し
て

い
た
医
師
を
引
き
揚
げ
る
と
い
う

状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
。

�
病
院
勤
務
医
の
過
重
労
働

病
院
勤
務
医
に
お
い
て
は
、
夜

間
・
休
日
に
患
者
が
集
中
す
る
と

と
も
に
、
特
に
、
小
児
科
医
・
産

科
医
な
ど
で
は
、
広
く
薄
い
配
置

に
よ
っ
て
厳
し
い
勤
務
環
境
と
な

っ
て
い
る
。

�
女
性
医
師
の
増
加

近
年
、
医
師
国
家
試
験
の
合
格

者
に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
増
加

傾
向
に
あ
り
、
小
児
科
医
と
産
婦

人
科
医
に
占
め
る
割
合
も
高
く
な

っ
て
い
る
。
女
性
医
師
の
就
業
構

造
は
、
結
婚
、
出
産
、
子
育
て
な

ど
に
よ
り
３０
代
あ
た
り
で
就
業
率

が
下
が
る
傾
向
に
あ
る
。

�
医
療
に
係
る
紛
争
の
増
加
に
対

す
る
懸
念

増
加
傾
向
に
あ
る
医
療
に
係
る

訴
訟
の
中
で
、
特
に
件
数
が
多
い

の
は
産
科
で
あ
り
、
診
療
科
を
選

ぶ
際
に
敬
遠
さ
れ
る
一
因
と
考
え

ら
れ
る
。

３
�
現
在
進
行
し
て
い
る
医
師
確

保
対
策

前
述
の
医
師
不
足
問
題
の
背
景

等
に
対
応
し
、
１８
年
度
補
正
予
算

と
１９
年
度
予
算
に
お
い
て
諸
施
策

を
講
じ
て
い
る
。

「
�
大
学
医
学
部
の
医
師
派
遣

機
能
の
低
下
」
に
対
し
て
は
、
都

道
府
県
に
お
け
る
医
療
対
策
協
議

会
を
制
度
化
し
、
都
道
府
県
と
地

域
の
医
療
関
係
者
が
協
議
し
て
、

地
域
に
必
要
な
医
師
を
配
置
す
る

た
め
の
調
整
の
仕
組
み
を
構
築
す

る
。
ま
た
、
国
レ
ベ
ル
に
お
い
て

も
「
地
域
医
療
支
援
中
央
会
議
」

を
設
置
し
、
都
道
府
県
に
対
し
て

助
言
や
改
善
策
の
提
示
を
行
う
。

「
�
病
院
勤
務
医
の
過
重
労

働
」
に
対
し
て
は
、
往
診
や
夜
間

対
応
な
ど
開
業
医
の
役
割
を
強
化

し
て
勤
務
医
の
負
担
を
軽
減
す
る

と
と
も
に
、
地
域
の
拠
点
と
な
る

病
院
づ
く
り
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

等
に
よ
り
対
応
す
る
。

「
�
女
性
医
師
の
増
加
」
に
対

し
て
は
、
女
性
医
師
の
就
労
支
援

に
資
す
る
た
め
「
女
性
医
師
バ
ン

ク
」
を
設
立
し
、
離
職
医
師
の
再

就
業
研
修
や
就
職
の
あ
っ
せ
ん
等

を
行
う
と
と
も
に
、
院
内
保
育
所

を
夜
間
・
休
日
・
２４
時
間
対
応
な

ど
に
よ
り
充
実
す
る
。

「
�
医
療
に
か
か
る
紛
争
の
増

加
に
対
す
る
懸
念
」に
対
し
て
は
、

医
療
紛
争
の
早
期
解
決
の
た
め
、

医
療
事
故
に
係
る
死
因
究
明
制
度

や
分
娩
時
に
医
療
事
故
に
遭
っ
た

患
者
に
対
す
る
救
済
制
度
の
導
入

を
検
討
し
て
い
る
。

４
�
緊
急
医
師
確
保
対
策

前
述
の
医
師
確
保
対
策
を
講
じ

る
一
方
、
政
府
・
与
党
に
お
い
て

は
本
年
５
月
３１
日
に
、
さ
ら
な
る

取
り
組
み
と
し
て
以
下
の
６
項
目

か
ら
な
る
「
緊
急
医
師
確
保
対

策
」
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

�
医
師
不
足
地
域
に
対
す
る
国
レ

ベ
ル
の
緊
急
臨
時
的
医
師
派
遣
シ

ス
テ
ム
の
構
築

�
病
院
勤
務
医
の
過
重
労
働
を
解

消
す
る
た
め
の
勤
務
環
境
の
整
備

�
女
性
医
師
等
の
働
き
や
す
い
職

場
環
境
の
整
備

�
研
修
医
の
都
市
へ
の
集
中
の
是

正
の
た
め
の
臨
床
研
修
病
院
の
定

員
の
見
直
し
等

�
医
療
リ
ス
ク
に
対
す
る
支
援
体

制
の
整
備

�
医
師
不
足
地
域
や
診
療
科
で
勤

務
す
る
医
師
の
養
成
の
推
進

新
た
な
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設

平
成
２０
年
４
月
以
降
、
７５
歳
以

上
の
後
期
高
齢
者
に
つ
い
て
は
独

立
し
た
医
療
制
度
を
創
設
す
る
と

と
も
に
、
６５
〜
７４
歳
の
前
期

高
齢
者
は
引
き
続
き
国
保
や

被
用
者
保
険
に
加
入
し
、
保

険
者
間
の
医
療
費
負
担
の
不

均
衡
を
調
整
す
る
�
図
参
照
。

こ
れ
ま
で
の
高
齢
者
の
医

療
制
度
で
あ
る
老
人
保
健
制

度
に
つ
い
て
は
、
給
付
の
主

体
が
市
町
村
で
、
国
保
、
被

用
者
保
険
か
ら
の
拠
出
金
と

公
費
を
財
源
と
し
て
運
営
し

て
お
り
、
給
付
の
主
体
と
保

険
料
を
賦
課
徴
収
す
る
主
体
が
別

々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
財
政
規
律

が
働
か
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ

れ
て
き
た
。
こ
れ
を
新
制
度
で
は
、

保
険
料
の
賦
課
と
給
付
を
行
う
主

体
と
し
て
、
都
道
府
県
単
位
で
全

市
町
村
が
加
入
す
る
広
域
連
合
を

設
立
し
、
運
営
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
平
成
１９
年
３
月
ま
で
に
全

て
の
都
道
府
県
で
広
域
連
合
が
設

立
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
新
制
度
の
施
行
に
向
け

て
、
９
月
初
め
に
保
険
料
算
定
基

準
等
に
関
す
る
政
省
令
を
公
布
す

る
予
定
で
あ
り
、
各
広
域
連
合
に

お
い
て
は
、
こ
れ
を
受
け
て
保
険

料
率
の
設
定
に
向
け
た
作
業
に
入

る
こ
と
と
な
る
。

（
要
約
・
社
会
文
教
委
員
会
担
当
）

本会

各各
委委
員員
会会
でで
のの
講講
演演
要要
旨旨
�５�

社
会
文
教
委
員
会

前
号
に
引
き
続
き
、
７
月
中
旬
以
降
に
開
か
れ
た
本
会
の
各
委
員

会
で
行
わ
れ
た
講
演
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

施
行
に
向
け
て

厚
生
労
働
省
保
険
局
総
務
課

老
人
医
療
企
画
室
長

山
本
麻
里

氏

医
師
確
保
対
策
の
現
状
と
課
題

厚
生
労
働
省
医
政
局
総
務
課
長

二
川
一
男

氏

（３） 平成１９年１０月５日 第１６６５・６６号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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第第
１１２２
章章

安安
全全
・・
防防
災災

た
つ
の
市
（
兵
庫
県
）

◆
レ
ッ
ド
パ
ト
ロ
ー
ル
隊

た
つ
の
市
は
、
警
察
署
や
消
防

署
、
地
域
の
消
防
団
な
ど
官
民
一

体
で
「
レ
ッ
ド
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
」

を
結
成
し
、
火
災
・
災
害
・
犯
罪

・
交
通
事
故
の
な
い
「
安
全
・
安

心
の
ま
ち
づ
く
り
」
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

こ
の
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
一
翼
を

担
う
の
は
、
赤
色
灯
と
サ
イ
レ
ン

を
備
え
た
消
防
自
動
二
輪
車
「
レ

ッ
ド
バ
イ
ク
」
で
す
。
平
成
７
年

の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
の
教
訓

か
ら
、
災
害
時
の
情
報
収
集
や
通

信
連
絡
等
を
は
じ
め
、
狭
い
道
路

や
山
間
地
域
に
お
け
る
火
災
や
救

護
活
動
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
平
成
１７
年
に
導
入
さ
れ
ま

し
た
。

市
で
は
、
１８
年
２
月
に
�
日
本

消
防
協
会
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
３
台

を
含
め
、
現
在
計
５
台
の
レ
ッ
ド

バ
イ
ク
を
所
有
し
て
お
り
、
市
内

消
防
署
及
び
分
署
の
計
３
カ
所
に

配
置
し
て
い
ま
す
。

バ
イ
ク
に
は
、
初
期
消
火

の
た
め
の
消
火
器
や
、
心
肺

停
止
の
患
者
に
電
気
シ
ョ
ッ

ク
を
与
え
る
自
動
体
外
式
除

細
動
器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
を
搭
載

し
、
機
動
力
を
活
か
し
た
迅

速
な
救
護
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
レ
ッ
ド
バ
イ
ク
の

ほ
か
消
防
車
等
に
よ
り
、
防

火
・
防
犯
に
向
け
た
１
日
４

回
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
▽
早
朝
は
住
民

が
集
ま
る
ゴ
ミ
収
集
所
で
の

火
災
予
防
広
報
▽
昼
間
は
児
童
の

下
校
時
間
帯
に
通
学
路
を
中
心
と

す
る
防
犯
・
交
通
事
故
防
止
に
配

慮
し
た
啓
発
▽
夜
間
は
夕
食
準
備

時
間
帯
▽
深
夜
は
午
前
１
時
か
ら

３
時
頃
ま
で
―
―
と
、
昼
夜
を
問

わ
ず
活
動
し
て
い
ま
す
。

パ
ト
ロ
ー
ル
を
通
じ
、
地
域

の
住
民
や
児
童
ら
と
直
接
触
れ

合
う
こ
と
に
よ
り
、
防
災
に
対

す
る
住
民
意
識
の
向
上
を
図
る

と
と
も
に
、
犯
罪
の
抑
止
な
ど

防
犯
効
果
も
現
れ
て
き
て
い
ま

す
。た

つ
の
市
は
今
後
も
、
安
全

・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
に
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
く
方
針
で

す
。

（
施
策
集
４
３
１
ペ
ー
ジ
掲
載
）

第第
１１３３
章章

交交
通通
・・
運運
輸輸

桜
井
市
（
奈
良
県
）

◆
桜
井
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
試
験
運
行
事
業

桜
井
市
で
は
、
遠
距
離
通
学
の

児
童
の
通
学
手
段
や
中
山
間
地
域

住
民
の
生
活
交
通
手
段
を
確
保
す

る
ほ
か
、
バ
ス
交
通
の
空
白
地
帯

解
消
を
図
る
た
め
、
平
成
１７
年
度

か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
試
験

的
に
運
行
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
事
業
は
、
市
内
を
運
行
す

る
バ
ス
６
路
線
（
１５
年
度
末
現

在
）
の
う
ち
、
２
路
線
の
運
行
が

休
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め

取
り
組
ま
れ
た
も
の
で
す
。

運
行
休
止
の
申
し
出
を
受
け
桜

井
市
で
は
、
状
況
打
開
に
向
け
１５

年
度
か
ら
、
庁
内
に
「
桜
井
市
バ

ス
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち

上
げ
、
市
内
バ
ス
交
通
の
あ
り
方

に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
ま
し
た
。

さ
ら
に
１６
年
度
に
は
国
交
省
の

支
援
を
受
け
「
桜
井
市
公
共
交
通

活
性
化
推
進
協
議
会
」
を
設
置
。

「
バ
ス
交
通
や
鉄
道
の
交
通
拠
点

と
し
て
の『
桜
井
駅
』の
特
性
を

活
か
し
た
公
共
交
通
の
再
整
備
」

に
つ
い
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
ま
し

た
。こ

の
結
果
、
桜
井
市
で
は
１７
年

１０
月
１
日
か
ら
２
年
間
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
を
試
験
運
行

さ
せ
、
実
用
性
を
実
証
検

討
す
る
「
桜
井
市
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
試
験
運
行
事

業
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま

し
た
。

バ
ス
を
走
ら
せ
る
区
間

は
、
市
内
運
行
の
３
路
線

と
、
桜
井
市
と
隣
接
す
る

明
日
香
村
と
を
結
ぶ
１
路

線
。
市
内
３
路
線
の
乗
車

運
賃
は
大
人
２
０
０
円
、

小
人
１
０
０
円
の
均
一
料

金
に
設
定
し
ま
し
た
。

ま
た
市
内
３
路
線
の
う
ち
「
住

宅
地
」
と
「
官
公
庁
や
郊
外
型
大

型
店
舗
」
と
を
結
ぶ
路
線
は
、
運

行
を
平
日
の
み
と
し
、
そ
の
車
輌

を
土
日
祝
日
に
市
内
と
観
光
地
と

を
広
域
的
に
結
ぶ
観
光
路
線
に
転

用
し
て
有
効
活
用
し
て
い
ま
す
。

１９
年
１０
月
以
降
の
運
行
に
つ
い

て
は
、
桜
井
市
バ
ス
対
策
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
会
議
で
、
試
験
運
行
の
成

果
を
踏
ま
え
慎
重
に
検
討
し
た
結

果
、
利
用
客
の
少
な
い
１
路
線
を

廃
止
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
路
線
は
小
中
学

校
へ
通
う
児
童
や
生
徒
が
利
用
し

て
い
た
た
め
、
路
線
廃
止
に
伴
う

代
替
措
置
が
必
要
と
判
断
し
、
ス

ク
ー
ル
バ
ス
の
導
入
で
対
応
し
て

い
ま
す
。

残
る
３
路
線
に
つ
い
て
は
引
き

続
き
運
行
し
、
市
民
の
利
便
性
向

上
を
図
る
と
と
も
に
、
平
成
２２
年

開
催
の
「
平
城
遷
都
１
３
０
０
年

記
念
事
業
」
と
連
動
し
た
観
光
客

対
策
を
講
じ
て
い
く
方
針
で
す
。

（
施
策
集
４
４
３
ペ
ー
ジ
掲
載
）

平成１９年度版

全全
国国
都都
市市
のの
特特
色色
ああ
るる
施施
策策
集集

―本会編集―

〈１０〉

〜
く
ら
し

ふ
れ
あ
い
ま
ち
づ
く
り
〜
か
ら
紹
介

「
平
成
１９
年
度
版
全
国
都
市
の

特
色
あ
る
施
策
集
」
は
、
４
月
２５

日
付
で
全
国
の
議
会
事
務
局
宛
に

送
付
し
て
い
ま
す
。

購
入
は
�
ぎ
ょ
う
せ
い
へ
▽
Ａ

４
判
・
定
価
６
５
０
０
円（
税
込
）

�
０
３
―
５
３
４
９
―
６
６
６
２

下校時間帯のパトロールのもよう

桜並木の道を行くコミュニティバス

レ
ッ
ド
バ
イ
ク
と
救
急
車
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